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基本方針

第６章 実現化方策の検討

６－１－２ 都市施設整備の実現化の考え方

（３）公園・緑地・広場
○地区内に立地する都市公園は、新設・統廃合、公園施設の配置見直しなど都

市経営コストの低減に取り組み、適正な公園配置のための“緑の基本計画”の策定
を進め、地域住民との協働による維持管理を強化し、憩いの場の創出を図ります。

第６章 実現化方策の検討

６－２ 都市計画決定へ向けた基本的な考え方

６－２－２ 都市施設
（３）公園・緑地・広場
○既存市街地においては、事業状況、都市経営コストの低減、緑の基本計画に

基づき、必要に応じて設定します。
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基本方針

第７章 都市公園の整備及び管理の方針

１．公園の特性に応じた魅力の向上の方針

３．子育て支援などの方針
①保育所等の占用
②子育て公園の充実

４．公園のストック再編に向けた方針
公共施設等総合管理計画からも、従前のまま都市公園を配置し維持管理し続けることは厳しい状況にあ

ります。
みどりの将来像の達成に向けては、立地適正化計画によるコンパクトシティのもと、持続可能な公園づ

くりが必要です。そのため、地域のニーズを踏まえながら都市公園の効率的、効果的な施設の整備・都市
公園の統合、再編、廃止、機能の向上などストック再編の促進を図り、魅力の向上やリニューアルを進め
ながら、住みよい持続可能なみどりのまちづくりを進めて行く方針とします。

５．公園施設の適切なメンテナンスに関する方針

２．官民連携による公園づくりの方針
①Park-PFIの活用
②都市再生整備計画による官民連携まちづくり～都市公園占用の特例～

むつ市みどりの基本計画（抜粋）
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基本方針
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変更の内容

小川町児童公園の廃止

総括図
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民有地の賃貸借契約が終了することから、小川町児童公園を廃止します。
なお、公園廃止後は近隣の金谷公園と代官山公園に機能を集約し、都市
公園ストックの再編を行うことにより、都市機能の向上を図ります。
また、金谷公園ではむつ総合病院新病棟などの周辺施設と一体的な公園
の整備を、代官山公園ではPark-PFIによる新たな賑わい創出の場となる
公園の整備をすることとしています。

むつ都市計画公園
番 号 2･2･8号
公園名 小川町児童公園
面 積 約0.26ha

計画図

変更の内容
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変更の内容

廃止区域 約0.26ha

代官山公園

金谷公園

新旧対照図
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その他の都市公園に関する情報提供

第１章 主要課題の整理

都市施設の主要課題ー公園・緑地

■公園・緑地が不足している地域には、地域の特性にあった公園・緑地の整備を
進める必要があります。

不足エリア
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あけぼの公園の追加

その他の都市公園に関する情報提供
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「むつ市みどりの基本計画」で定める緑化重点地区であるが、
都市公園が不足していることから、改めて都市公園として、
海老川地区遊園地を街区公園とすることにより、整備、保全
を図り、良好な都市環境を構築します。

公園名 あけぼの公園
面 積 約0.13ha

追加公園

その他の都市公園に関する情報提供
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あけぼの公園の遊具の設置状況

すべり台ブランコ

リングラダー

フェンス設置予定箇所

令和４年度にストック再編事業として、フェンスを設置予定
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２．原案の公表

３．原案縦覧・公述人募集（2週間）

６．むつ市都市計画審議会 案審議

５．都市計画法第17条に基づく2週間の案の縦覧

12月2日

1月14日～1月27日

2月22日

12月3日～12月16日

１．素案公表・意見受付 11月5日～11月18日

４．都市計画公聴会

原案作成

12月23日

案作成

スケジュールは変更する場合もあります。市ホームページにてご確認ください。

17条縦覧：意見書受付
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素案へのご意見について

記入必要事項
• 住所、氏名、電話番号
• 職業、お勤め先（任意）

参考様式を作成していますので、よろしければご活用ください。
• 参考様式の入手方法

 市ホームページからのダウンロード、市本庁舎都市計画課窓口カウ
ンター

意見書提出先
• 〒035-8686 むつ市中央一丁目8番1号

むつ市都市整備部都市計画課 都市計画グループ
• Ｅメール： toshikeikaku@city.mutsu.lg.jp

意見提出方法は、郵送、Ｅメール、または直接提出とします。
電話や口頭での意見は受付しませんのでご了承願います。
市ホームページの意見応募フォームから提出することもできます。

意見書受付期間：11月18日（木）まで


